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(57)【要約】
【課題】計測機器と情報端末とのペアリングを行う際に
、ユーザーの作業負担を軽減できる技術を提供する。
【解決手段】本発明に係る情報管理システムは、一以上
の計測機器と、前記計測機器から計測値に関する情報を
受信する一以上の情報端末を含み、前記情報端末におい
て、前記計測機器に表示される計測値と、前記情報端末
に表示される計測値とが一致している旨の入力が行われ
た場合に、前記計測機器と、前記情報端末とをペアリン
グする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一以上の計測機器と、一以上の情報端末と、を含む情報管理システムであって、
　前記計測機器は、
　所定の物理量を計測するセンサと、
　前記センサにより計測された物理量の値、及び／又は、前記センサにより計測された物
理量から算出される所定の値である、計測対象量を表示する第１の表示手段と、
　前記計測機器を識別する識別情報及び前記計測対象量を含む、計測情報を送信する第１
の通信手段と、を備え、
　前記情報端末は、
　前記計測情報を受信する第２の通信手段と、
　前記第２の通信手段により受信される一の前記計測機器の前記計測情報に含まれる前記
計測対象量の値を表示する第２の表示手段と、
　前記第１の表示手段に表示された前記計測対象量の値と、前記第２の表示手段に表示さ
れた前記計測対象量の値とが、合致しているか否かについての入力を受けつける入力手段
と、
　前記第２の通信手段によって受信した前記計測情報に含まれる前記識別情報を記憶可能
な記憶手段と、
　前記第２の通信手段と、前記第２の表示手段と、前記入力手段と、前記記憶手段を制御
する、制御手段と、を備えており、
　前記制御手段は、
　前記入力手段を介して、前記第１の表示手段に表示された前記計測対象量の値と前記第
２の表示手段に表示された前記計測対象量の値とが合致している旨の入力があった場合、
又は、前記第１の表示手段に表示された前記計測対象量の値と前記第２の表示手段に表示
された前記計測対象量の値とが合致していない旨の入力が所定時間内に無かった場合に、
当該計測対象量の値を含む前記計測情報を送信した前記計測機器の前記識別情報を前記記
憶手段に記憶させる、
　ことを特徴とする情報管理システム。
【請求項２】
　前記第２の通信手段が、複数の前記計測機器から送信される前記計測情報を受信する場
合において、
　前記制御手段は、
　前記第１の表示手段に表示された前記計測対象量の値と前記第２の表示手段に表示され
た前記計測対象量の値とが合致している旨の入力が所定時間内に無かった場合、又は、前
記入力手段を介して、前記第１の表示手段に表示された前記計測対象量の値と、前記第２
の表示手段に表示された前記計測対象量の値とが合致していない旨の入力があった場合に
は、前記第２の通信手段によって受信される他の前記計測機器に係る前記計測情報に含ま
れる前記計測対象量の値を、前記第２の表示手段に表示させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報管理システム。
【請求項３】
　前記計測機器は、体重計、体組成計、血圧計、脈拍計、体温計、歩数計、のいずれかで
ある、
　ことを特徴とする、請求項１又は２に記載の情報管理システム。
【請求項４】
　前記計測機器の通信手段はスピーカーであり、
　前記情報端末の受信手段はマイクロフォンである、
　ことを特徴とする、請求項１から３のいずれか１項に記載の情報管理システム。
【請求項５】
　前記情報端末はスマートフォンであることを特徴とする、請求項１から４のいずれか１
項に記載の情報管理システム。
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【請求項６】
　計測機器と情報端末とをペアリングするための方法であって、
　前記計測機器において所定の計測対象量を求める計測ステップと、
　前記計測対象量を前記計測機器において表示する第１表示ステップと、
　前記計測機器を識別する識別情報及び前記計測対象量を含む、計測情報を、前記計測機
器から送信する送信ステップと、
　前記計測情報を前記情報端末で受信する受信ステップと、
　受信した前記計測情報に含まれる前記計測対象量の値を前記情報端末において表示する
第２表示ステップと、
　前記計測機器において表示された前記計測対象量の値と、前記情報端末において表示さ
れた前記計測対象量の値とが合致しているか否かについての入力を受け付ける入力ステッ
プと、
　前記入力ステップにおいて、前記計測機器に表示された前記計測対象量の値と前記情報
端末に表示された前記計測対象量の値とが合致している旨の入力があった場合、又は、前
記計測機器に表示された前記計測対象量の値と前記情報端末に表示された前記計測対象量
の値とが合致していない旨の入力が所定時間内に無かった場合に、当該計測対象量の値を
含む前記計測情報を送信した前記計測機器の前記識別情報を前記情報端末に記憶する記憶
ステップと、
　を有する、ペアリング方法。
【請求項７】
　前記情報端末が、複数の前記計測機器から送信される前記計測情報を受信する場合に、
　前記入力ステップにおいて、前記計測機器に表示された前記計測対象量の値と前記情報
端末に表示された前記計測対象量の値とが合致していている旨の入力が所定時間内に無か
った場合、又は、前記計測機器に表示された前記計測対象量の値と、前記情報端末に表示
された前記計測対象量の値とが合致していない旨の入力があった場合には、
　当該計測対象量の値を含む前記計測情報とは異なる前記計測情報に含まれる前記計測対
象量の値を、前記情報端末において表示する第３表示ステップ、をさらに有する、
　ことを特徴とする、請求項６に記載のペアリング方法。
【請求項８】
　前記計測機器は、体重計、体組成計、血圧計、脈拍計、体温計、歩数計、のいずれかで
ある、
　ことを特徴とする、請求項６又は７に記載のペアリング方法。
【請求項９】
　前記情報端末はスマートフォンである、ことを特徴とする、請求項６から８のいずれか
１項に記載のペアリング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、計測機器と情報端末を含む情報管理システム、及び計測機器と情報処理端末
のペアリング方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、体重、血圧値、活動量などの、個人の健康に関する情報（以下、健康情報ともい
う）を計測機器によって計測し、当該計測結果をスマートフォンなどの情報端末で記録、
分析することで、健康管理を行うことが普及しつつある。
【０００３】
　このような健康管理を行う場合には、計測機器による計測の結果を、情報端末に都度ユ
ーザーが入力するのでは無く、計測機器と情報端末とを接続し、情報端末が自動的に計測
結果を取得できるようになっていることが望ましい。具体的には、例えば、近距離無線通
信などによって、計測機器からの計測情報を情報端末が受信する方法などが考えられるが
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、同種の複数の計測機器が使用される状況下においては、実際に計測を行った機器以外の
計測機器からの情報を誤受信しないようにする必要がある。
【０００４】
　このような問題を解決するためには、所定の計測機器と所定の情報端末とをペアリング
（機器登録）し、当該ペアリングが成立した機器からの情報のみを取得するようにすれば
良い。ペアリングは、例えば、個々の計測機器を識別する識別記号を情報端末に登録する
ことによって行われるが、機器の筐体或いはこれに貼付されているシールなどに印字され
た識別情報を情報端末に手入力する方法が従来から採用されている。
【０００５】
　このような方法では、ユーザーにとっては煩雑であり、また、誤入力のおそれもある。
これに対して、特許文献１では、計測機器に掲載されたシリアル情報を、受信機器で写真
撮影又はコードスキャンすることにより取得し、これによってペアリングを行うことが提
案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２０１６－５１２９６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記の特許文献１に記載の技術においても、ユーザーが識別情報を撮影
（又はスキャン）しなければならず、この点において煩雑な作業が生じるということは従
来と同様である。また、計測機器側には識別情報が光学的に認識可能に付されている必要
があり、受信装置側に撮影のための光学的手段を設ける必要があるため、その分のコスト
が必要になるという問題もある。
【０００８】
　上記のような従来の技術に鑑み、本発明は、計測機器と情報端末とのペアリングを行う
際に、ユーザーの作業負担を軽減する技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するため、本発明に係る情報管理システムは、一以上の計測機器と、
一以上の情報端末と、を含む情報管理システムであって、前記計測機器は、所定の物理量
を計測するセンサと、前記センサにより計測された物理量の値、及び／又は、前記センサ
により計測された物理量から算出される所定の値である、計測対象量を表示する第１の表
示手段と、前記計測機器を識別する識別情報及び前記計測対象量、を含む計測情報を送信
する第１の通信手段と、を備え、前記情報端末は、前記計測情報を受信する第２の通信手
段と、前記第２の通信手段により受信される一の前記計測機器の前記計測情報に含まれる
前記計測対象量の値を表示する第２の表示手段と、前記第１の表示手段に表示された前記
計測対象量の値と、前記第２の表示手段に表示された前記計測対象量の値とが、合致して
いるか否かについての入力を受けつける入力手段と、前記第２の通信手段によって受信し
た前記計測情報に含まれる前記識別情報を記憶可能な記憶手段と、前記第２の通信手段と
、前記第２の表示手段と、前記入力手段と、前記記憶手段を制御する制御手段と、を備え
ており、前記制御手段は、前記入力手段を介して前記第１の表示手段に表示された前記計
測対象量の値と前記第２の表示手段に表示された前記計測対象量の値とが合致している旨
の入力があった場合、又は、前記第１の表示手段に表示された前記計測対象量の値と前記
第２の表示手段に表示された前記計測対象量の値とが合致していない旨の入力が所定時間
内に無かった場合に、当該計測対象量の情報を含む前記計測情報を送信した前記計測機器
の前記識別情報を前記記憶手段に記憶させる、ことを特徴とする。
【００１０】
　ここで、上記の計測機器には、体重計、体組成計、血圧計、心拍計、体温計などの身体
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情報計測機器や、歩数計、各種フィットネス機器が備える活動量計などの活動量計測機器
や、温湿度計、騒音計、照度計などの環境情報計測機器、など様々な計測機器が含まれる
。また、上記の計測対象量には、計測機器に応じて、体重、体脂肪率、血圧、心拍（脈拍
）、体温などの身体情報や、歩数、走行距離、消費熱量などの活動量や、室温、湿度、騒
音レベル、照度などの環境情報、など様々な量の値が含まれる。
【００１１】
　また、上記の情報端末には、スマートフォン、タブレット端末、ノートパソコンなどの
携帯情報端末の他、据置型の情報端末も含まれる。また、上記の「第１の通信手段」は、
送信のみを行う送信手段であってもよいし、受信も可能な送受信手段であってもよい。ま
た、上記の「第２の通信手段」は、受信のみを行う受信手段であってもよいし、送信も可
能な送受信手段であってもよい。
【００１２】
　上記のようなシステムの構成によれば、計測機器と情報端末とをペアリングするために
ユーザーが行う作業は、計測機器の表示部に表示された値と、情報端末の表示部に表示さ
れた値とが一致していることの確認を行うのみとなるため、ペアリングのためのユーザー
負担を極めて少なくすることができる。
【００１３】
　また、上記の情報管理システムは、前記第２の通信手段が、複数の前記計測機器から送
信される前記計測情報を受信する場合において、前記第２の制御手段は、前記第１の表示
手段に表示された前記計測対象量の値と前記第２の表示手段に表示された前記計測対象量
の値とが合致していている旨の入力が所定時間内に無かった場合、又は、前記入力手段を
介して前記第１の表示手段に表示された前記計測対象量の値と、前記第２の表示手段に表
示された前記計測対象量の値とが合致していない旨の入力があった場合には、前記第２の
通信手段によって受信される他の前記計測機器に係る前記計測情報に含まれる前記計測対
象量の値を、前記第２の表示手段に表示させる、ものであってもよい。
【００１４】
　また、前記計測機器は、体重計、体組成計、血圧計、脈拍計、体温計、歩数計、のいず
れかであってもよい。また、前記情報端末はスマートフォンであってもよい。
【００１５】
　また、前記計測機器の通信手段はスピーカーであり、前記情報端末の受信手段はマイク
ロフォンであってもよい。このような構成であると、超音波、音波による情報の伝送が可
能になる。
【００１６】
　また、上記の課題を解決するため、本発明に係るペアリング方法は、計測機器と情報端
末とをペアリングするための方法であって、前記計測機器において所定の計測対象量を求
める計測ステップと、前記計測対象量を前記計測機器において表示する第１表示ステップ
と、前記計測機器を識別する識別情報及び前記計測対象量を含む、計測情報を、前記計測
機器から送信する送信ステップと、前記計測情報を前記情報端末で受信する受信ステップ
と、受信した前記計測情報に含まれる前記計測対象量の値を前記情報端末において表示す
る第２表示ステップと、前記計測機器において表示された前記計測対象量の値と、前記情
報端末において表示された前記計測対象量の値とが合致しているか否かについての入力を
受け付ける入力ステップと、前記入力ステップにおいて、前記計測機器に表示された前記
計測対象量の値と前記情報端末に表示された前記計測対象量の値とが合致している旨の入
力があった場合、又は、前記計測機器に表示された前記計測対象量の値と前記情報端末に
表示された前記計測対象量の値とが合致していない旨の入力が所定時間内に無かった場合
に、当該計測対象量の値を含む前記計測情報を送信した前記計測機器の前記識別情報を前
記情報端末に記憶する記憶ステップと、を有する。
【００１７】
　また、前記情報端末が、複数の前記計測機器から送信される前記計測情報を受信する場
合に、前記入力ステップにおいて、前記計測機器に表示された前記計測対象量の値と前記
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情報端末に表示された前記計測対象量の値とが合致していている旨の入力が所定時間内に
無かった場合、又は、前記計測機器に表示された前記計測対象量の値と、前記情報端末に
表示された前記計測対象量の値とが合致していない旨の入力があった場合には、当該計測
対象量の値を含む前記計測情報とは異なる前記計測情報に含まれる前記計測対象量の値を
、前記情報端末において表示する第３表示ステップ、をさらに有していてもよい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、計測機器と情報端末とのペアリングを行う際に、ユーザーの作業負担
を軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、実施形態１に係る情報管理システムの構成例の概略を説明するブロック
図である。
【図２】図２は、実施形態１に係る情報管理システムの血圧計の表示画面の一例を示す図
である。
【図３】図３は、実施形態１に係る情報管理システムにおけるペアリングの処理の流れを
示すフローチャートである。
【図４】図４は、実施形態１に係る情報管理システムにおける、スマートフォンの画面表
示の一例を示す図である。
【図５】図５は、実施形態２に係る情報管理システムの構成例を示す図である。
【図６】図６は、実施形態２に係る情報管理システムにおけるペアリングの処理の流れを
示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の具体的な実施形態について図面に基づいて説明する。
【００２１】
　＜実施形態１＞
　まず図１から図４に基づいて、本発明の実施形態の一例について説明する。ただし、こ
の実施形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置などは、特に記
載がない限りは、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のものではない。
【００２２】
　（システム構成）
　図１は本実施形態に係る健康情報管理システム１の構成例を示す概略図である。図１に
示すように、健康情報管理システム１は、計測機器の一例としての血圧計１０と、状端末
の一例としてのスマートフォン２０を含んでおり、血圧計１０とスマートフォン２０とは
近距離無線通信によって通信可能な構成となっている。無線通信の方式は特に限定されな
いが、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、赤外線通信、超音波による情報伝送、
などの方法を採用することができる。
【００２３】
　（計測機器）
　本実施形態における血圧計１０は、いわゆるオシロメトリック法によりユーザーの血圧
を測定する計測機器であり、図１に示すように、センサ部１１０と、表示部１２０と、通
信部１３０と、入力部１４０と、制御部１５０とを含んで構成される。
【００２４】
　センサ部１１０は、血圧計１０のカフ部分に配置される圧力センサを備えており、適正
なカフ圧下でユーザーの血管から脈波を検出する。本実施形態における血圧計１０では、
センサ部が検出する脈波に基づいて、最高血圧、最低血圧に加えて脈拍も計測可能である
。以下、最高血圧、最低血圧、脈拍の値をまとめて血圧情報という。本実施形態では、血
圧情報が計測対象量に相当する。
【００２５】
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　表示部１２０は、例えば液晶ディスプレイなどによって形成され、算出された血圧情報
を表示する。図２に、表示部１２０の表示画面の一例を示す。なお、本実施形態では表示
部１２０が第１の表示手段に相当する。
【００２６】
　通信部１３０は、近距離無線通信で使用される信号を送信可能な通信ユニットであり、
所望の公知技術を採用することができる。具体的には、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登
録商標）などの電波による双方向通信を行うための通信アンテナであってもよいし、超音
波通信に係る超音波を発するスピーカーなどであってもよい。即ち、通信部１３０は送受
信（双方向通信）を行うものであってもよいし、送信のみを行うものであってもよい。通
信部１３０によって、血圧計それぞれに固有の識別情報（例えば、シリアルナンバーなど
）と、計測された血圧情報を含む計測情報が送信される。なお、本実施形態では、通信部
１３０が第１の通信手段に該当する。
【００２７】
　入力部１４０は、ユーザーからの入力を受け付けるボタン、タッチパネルディスプレイ
などの入力手段であり、ユーザーから、電源のＯＮ／ＯＦＦ、計測の開始、項目の選択な
どの各種操作を受け付ける。
【００２８】
　制御部１５０は、血圧計１０の制御を司る手段であり、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａ
ｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔ）などを含んで構成される。制御部１５０は、入力部
１４０を介してユーザーからの計測開始の指示を受け付けるとカフを加圧し、適切なカフ
圧下で、センサ部１１０が検出した脈波に基づいて血圧情報を算出する。そして、表示部
１２０に当該算出した値を表示する。その他、入力部１４０を介してユーザーの操作に応
じた処理を実行するように血圧計１０の各構成要素を制御する。
【００２９】
　（情報端末）
　情報端末の一例であるスマートフォン２０は、図１に示すように、通信部２１０、タッ
チパネルディスプレイ２２０、記憶部２３０、制御部２４０を含んで構成される。
【００３０】
　通信部２１０は、近距離無線通信に係る信号を受信可能な通信ユニットであり、所望の
公知技術を採用することができる。具体的には、例えば前述の様な双方向通信を行うため
の通信アンテナであってもよいし、超音波通信に係る超音波を受信するマイクロフォンな
どであってもよい。即ち、通信部２１０は双方向通信を行うものであってもよいし、受信
のみを行うものであってもよい。通信部２１０は、血圧計１０から送信された計測情報を
受信する他、他の電子機器や基地局とも通信を行う構成としてもよい。なお、本実施形態
では、通信部２１０が第２の通信手段に該当する。
【００３１】
　タッチパネルディスプレイ２２０は、表示手段と入力手段とを兼ねており、通信部２１
０が受信した血圧情報が表示される。また、各種の入力用画像を介してユーザーからの操
作を受け付ける。なお、本実施形態においてはタッチパネルディスプレイ２２０が、第２
の表示手段及び入力手段に該当する。
【００３２】
　記憶部２３０は、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）などの主記憶装
置の他、例えばフラッシュメモリなどの長期記憶媒体を含んで構成され、アプリケーショ
ンプログラム、計測情報、などの各種の情報を記憶する。
【００３３】
　制御部２４０はスマートフォンの制御を司る手段であり、例えばＣＰＵなどを含んで構
成され、記憶部２３０に格納された各種プログラムを実行することにより、これらに応じ
た機能を発揮する。
【００３４】
　（計測機器と情報端末のペアリング方法）
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　次に、血圧計１０と、スマートフォン２０とをペアリングする方法について説明する。
図３は、血圧計１０と、スマートフォン２０とをペアリングする際の処理の手順を示すフ
ローチャートである。
【００３５】
　図３に示すように、ユーザーはまず、スマートフォン２０のタッチパネルディスプレイ
２２０及び制御部２４０を介して、スマートフォン２０を計測情報が受信可能な状態で待
機させる（ステップＳ１０１）。具体的には、例えば、健康情報管理のためのアプリケー
ションプログラムを実行するようにしてもよく、制御部２４０において、当該アプリケー
ションプログラムがバックグラウンドで常に実行されるようになっていてもよい。次に、
ユーザーは血圧計１０によって血圧情報を計測する（ステップＳ１０２）。なお、本実施
形態における血圧情報は、最高血圧、最低血圧、脈拍の３つの値からなる情報である。
【００３６】
　ステップＳ１０２によって血圧情報が計測されると、制御部１５０は当該血圧情報を、
表示部１２０に表示する（ステップＳ１０３）。また、制御部１５０は、血圧情報と識別
情報とを含む計測情報を生成し、通信部１３０を介して送信する（ステップＳ１０４）。
【００３７】
　そして、情報待ち受け状態にあるスマートフォン２０の通信部２１０によって、ステッ
プＳ１０４で送信された計測情報が受信される（ステップＳ１０５）。続けて、制御部２
４０は、ステップＳ１０５で受信した計測情報に含まれる血圧情報を、タッチパネルディ
スプレイ２２０に表示する（ステップＳ１０６）。
【００３８】
　さらに、制御部２４０は、血圧計１０の表示部１２０に表示されている血圧情報と、タ
ッチパネルディスプレイ２２０に表示されている血圧情報が一致していることの確認をユ
ーザーに求める（ステップＳ１０７）。具体的には、タッチパネルディスプレイ２２０に
値が一致していることの入力を行う操作ボタンを表示させるなどすればよい。図４に、ス
テップＳ１０７でユーザーの入力を受け付けるための表示画面例を示す。
【００３９】
　ステップＳ１０７で、表示部１２０と、タッチパネルディスプレイ２２０に表示された
血圧情報が一致している旨の入力を受け付けると、制御部２４０は、ステップＳ１０５で
受信した計測情報に含まれる血圧計１０の識別情報を、記憶部２３０に記憶させ（ステッ
プＳ１０８）、一連の処理が終了する。
【００４０】
　ステップＳ１０８における識別情報の記憶によって、スマートフォン２０に特定の血圧
計１０が識別可能に登録され、機器のペアリングが完了する。このようなペアリングが行
われた後は、制御部２４０は、血圧情報としては、記憶部２３０に記憶された識別情報を
送信する血圧計１０から送信される血圧情報のみを、タッチパネルディスプレイ２００に
表示するようにする。
【００４１】
　上記のようなシステムの構成によれば、計測機器と情報端末とをペアリングするために
ユーザーが行う作業は、計測機器の表示部に表示された値と、情報端末の表示部に表示さ
れた値とが一致していることの確認を行うだけでよく、ペアリングのためのユーザー負担
は極めて少なくて済む。また、計測機器に識別情報を表示したり、情報端末に識別情報を
読み取るための構成を設けたりする必要が無いため、システムを構成するためのコストを
低減することもできる。また、情報端末がシステム構成外の計測機器の計測情報を受信し
てしまった場合であっても、そのような計測機器を誤ってペアリングしてしまうことを防
止することができる。
【００４２】
　（変形例）
　なお、上記の実施形態１ではステップＳ１０７において、表示部１２０に表示されてい
る血圧情報と、タッチパネルディスプレイ２２０に表示されている血圧情報が一致してい
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ることの入力があった場合に、ステップＳ１０８に進むようにしていたが、必ずしもこの
ようにする必要はない。例えば、ステップＳ１０７において、所定時間（例えば１０秒間
）、ユーザーから、表示部１２０に表示されている血圧情報と、タッチパネルディスプレ
イ２２０に表示されている血圧情報とが一致していない旨の入力がなされない場合には、
血圧情報が一致していることの入力があったとみなして、ステップＳ１０８に進むように
してもよい。
【００４３】
　また、計測された血圧情報を血圧計１０の表示部１２０に表示させるステップ（ステッ
プＳ１０３）と、計測情報を生成して送信するステップ（ステップＳ１０４）は、順序が
逆に実行されるのであっても構わない。
【００４４】
　＜実施形態２＞
　次に、図５及び図６に基づいて、本発明の他の実施形態について説明する。以下では、
実施形態１と同じ構成要素については同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
【００４５】
図５は本実施形態に係る健康情報管理システム２の構成例を示す概略図である。図５に示
すように、健康情報管理システム２は、複数の血圧計１０ａ、１０ｂ、１０ｃ及びスマー
トフォン２０を含んでおり、各血圧計１０ａ、１０ｂ、１０ｃと、スマートフォン２０と
は近距離無線通信によって通信可能な構成となっている。なお、それぞれの血圧計１０ａ
、１０ｂ、１０ｃ、及び、スマートフォン２０の構成要素は、実施形態１の場合と同様で
あるため、説明は省略する。
【００４６】
　本実施形態における健康情報管理システム２は、実施形態１とは異なり、複数の血圧計
を有しているため、ユーザーが計測を行った血圧計とは異なる血圧計の計測情報を、スマ
ートフォン２０で受信するおそれがある。このため、血圧計１０とスマートフォン２０と
をペアリングする際の処理において、実施形態１とは異なる手順を実行する。
【００４７】
　図６は、本実施形態の健康情報管理システム２において、血圧計１０とスマートフォン
２０とをペアリングする際の処理の手順を示すフローチャートである。ステップＳ２０１
からステップＳ２０７までの処理は、実施形態１のステップＳ１０１からステップＳ１０
６までと同様である。即ち、ユーザーは、ステップＳ２０１においてスマートフォン２０
を待機状態にし、ステップＳ２０２において血圧計１０で血圧を計測する。そして、制御
部１５０は、ステップＳ２０３において血圧計１０に血圧情報を表示し、ステップＳ２０
４において通信部１３０から計測情報を送信する。さらに、制御部２４０は、ステップＳ
２０５において通信部２１０で計測情報を受信し、ステップＳ２０６においてタッチパネ
ルディスプレイ２２０に血圧情報を表示する。さらに制御部２４０は、ステップ２０７に
おいて、表示部１２０に表示された血圧情報と、タッチパネルディスプレイ２２０に表示
された血圧情報が一致していることの確認をユーザーに求める。この際に、タッチパネル
ディスプレイ２２０に表示される確認画面は、図４に示すように、実施形態１の場合と同
様のものであっても構わない。
【００４８】
　次に、制御部２４０は、ステップＳ２０７におけるユーザーからの入力に基づき、表示
部１２０に表示された血圧情報と、タッチパネルディスプレイ２２０に表示された血圧情
報が一致しているか否かの判定を行う（ステップＳ２０８）。ここで、表示された血圧情
報が一致していると判定された場合には、ステップＳ２０９に進み、制御部２４０が、ス
テップＳ２０５で受信した計測情報に含まれる血圧計１０の識別情報を、記憶部２３０に
記憶させることによってペアリングが完了し、一連の処理が終了する。
【００４９】
　一方、ステップＳ２０８で、表示された血圧情報が一致していないと判定された場合に
は、ユーザーが計測を行った血圧計とは異なる血圧計の計測情報を受信していると考えら
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れるため、ステップＳ２０５に戻って他の血圧計からの計測情報を受信し、その後の処理
を繰り返す。
【００５０】
　なお、ステップＳ２０８を経由した後にステップＳ２０５で計測情報を受信する場合に
は、既にステップＳ２０８で判定が行われた血圧情報を含む計測情報を除外して受信する
ようにしておくとよい。例えば、既に判定が行われた血圧情報を含む計測情報については
、判定済として一次的に記憶部２３０に保存し、当該保存されている計測情報は受信しな
いようにしてもよい。
【００５１】
　本実施形態のような構成によれば、ペアリングを行う際において、同種の複数の計測機
器が使用される状況であっても、ユーザーが実際に計測を行った計測機器と情報端末とを
ペアリングすることが可能になる。
【００５２】
　なお、計測機器と情報端末との間の通信方式が、双方向通信、すなわち計測機器が情報
端末からの情報も受信可能である場合には、計測機器において、特定の情報端末とペアリ
ングが成立した旨の情報を取得可能である。このため、複数の計測機器のうちいずれの計
測機器と情報端末とがペアリングしたのかは、計測機器の表示部などにペアリング成立の
情報を表示させるようにすれば、容易に確認できる。一方、計測機器が超音波などにより
情報を送信するのみであるような一方向通信では、計測機器において、ペアリング成立の
情報を取得することができない。このため、複数の同種の計測機器が存在する場合、情報
端末がいずれの計測機器とペアリングしたのかを、通常は容易には確認することができな
い。この点、本実施形態のようなシステムを用いてペアリングを行えば、計測機器と情報
端末とのペアリングを行う際に、ユーザーはどの計測機器と情報端末とをペアリングしよ
うとしているのかを必然的に確認することになる。これにより、ユーザーは情報端末がい
ずれの計測機器とペアリングしたのかを容易に知ることができるため、本実施形態に係る
システムは、一方向通信により計測機器と情報端末とのペアリングを行う場合に特に好適
である。
【００５３】
　（変形例）
　なお、上記の実施形態２において、通信部２１０が複数の血圧計から送信される計測情
報を同時に受信できるようになっていてもよい。この場合には、ステップＳ２０６におい
てタッチパネルディスプレイ２２０に表示される血圧情報は、いずれかの血圧計のものが
択一的に選択されることになる。ここで、いずれの血圧情報を表示するかの判定は、例え
ば計測情報受信時の電波強度が強いものを優先するようにしてもよい。また、本変形例の
場合には、ステップＳ２０８で表示された血圧情報が一致していないと判定された場合に
は、ステップＳ２０５ではなくステップＳ２０６に戻って、他の血圧計に係る血圧情報を
表示するようにするとよい。なお、この際には、既にステップＳ２０８で判定が行われた
血圧情報については除外して表示するようにしておくとよい。例えば、既に判定が行われ
た血圧情報については、判定済として一次的に記憶部２３０に保存し、当該保存されてい
る血圧情報は表示しないようにしてもよい。
【００５４】
　＜その他＞
　上記の各例の説明は、本発明を例示的に説明するものに過ぎず、本発明は上記の具体的
な形態には限定されない。本発明は、その技術的思想の範囲内で種々の変形及び組み合わ
せが可能である。
【００５５】
　例えば計測機器は血圧計以外に、体重計、体組成計、脈拍計、体温計などの他の身体情
報測定機器であってもよい。また、歩数計や、トレッドミル、エアロバイク（登録商標）
などにおける運動量を計測する活動量計であってもよい。この場合には、表示部に表示さ
せる計測対象量は、歩数、走行（歩行）距離などであってもよいし、推定消費熱量などの
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値であってもよいし、これらの両方を表示するようにしてもよい。また、計測機器は、室
温、湿度、騒音、照度などの環境情報を測定する環境センサ機器であってもよい。
【００５６】
　なお、上記の例ではシステムを構成する計測機器は１種類のみであったが、複数の異な
る計測機器を含んでシステムが構成されてもよい。
【００５７】
　また、情報端末はスマートフォンにかぎらず、タブレット端末などの他の携帯情報端末
であってもよいし、据置型の端末であってもよい。
【符号の説明】
【００５８】
　１、２・・・環境情報管理システム
　１０・・・血圧計
　１１０・・・センサ部
　１２０・・・表示部
　１３０、２１０・・・通信部
　１４０・・・入力部
　１５０、２４０・・・制御部
　２０・・・スマートフォン
　２２０・・・タッチパネルディスプレイ
　２３０・・・記憶部

【図１】 【図２】
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